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（ 時に午前９時３０分 開会 ） 

福祉常任委員会委員長（浅妻奈々子君） 

 ただいまから福祉常任委員会を開会いたします。 

 去る１３日の本会議において、福祉常任委員会に付託された事件について審査します。 

 福祉常任委員会の所管は、市民環境部及び健康福祉部です。 

 この後、審査を行うわけですが、質疑者あるいは答弁者は、必ず挙手をしていただき、指名の

後、名前を名乗ってから、質疑あるいは答弁を行っていただくようお願いいたします。 

 また、各委員の質疑におかれましては、簡明で議題の範囲を超えない発言となるように心がけ

ていただき、御自身や他の委員の質疑が終了した後、関連質問を行う場合は、その旨を宣言し、

内容が逸脱しないようにしてください。 

 なお、発言が明白な錯誤、趣旨不明瞭、不適切と判断した場合は、委員長において議事整理を

行う場合もありますので、御承知おきください。 

 最初に、議案第３６号「令和７年度清須市一般会計補正予算（第１号）案」福祉常任委員会所

管分を議題といたします。 

 当局からの説明を求めます。 

 鈴木社会福祉課長。 

社会福祉課長（鈴木許行君） 

 社会福祉課長、鈴木です。 

 議案第３６号「令和７年度清須市一般会計補正予算（第１号）案」福祉常任委員会健康福祉部

所管分について一括して説明させていただきます。 

 タブレットのｍｏｒｅＮＯＴＥの設定を１画面表示にしていただき、令和７年度一般会計補正

予算書及び説明書の８、９ページを御覧ください。 

 歳入です。 

 １段目、１５款国庫支出金、２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金、補正額３５２万８，０

００円の増額、１節社会福祉費補助金と３節生活保護費補助金です。 

 説明欄を御覧いただきまして、障害者総合支援事業費補助金と生活困窮者就労準備支援事業費

等補助金の増額です。 

 ４段目、２１款諸収入、５項雑入、２目雑入、補正額５３８万１，０００円の増額、３節民生

費雑入です。 
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 説明欄を御覧いただきまして、保育園児給食費と保育士給食費の引上げによる増額です。 

 １０、１１ページを御覧ください。 

 続きまして、歳出です。 

 ２段目、３款民生費、２項児童福祉費、３目保育所費、補正額３７５万７，０００円の増額、

１０節需用費です。 

 説明欄を御覧いただきまして、保育園事業費の増額で、保育園給食の賄材料費の増額です。 

 ３段目、３項生活保護費、１目生活保護総務費、補正額２４０万８，０００円の増額、１２節

委託料です。 

 説明欄を御覧いただきまして、生活保護費の増額で、生活保護システムの改修に伴う増額です。 

 福祉常任委員会健康福祉部所管分の説明は、以上です。 

 御審査のほどよろしくお願いいたします。 

福祉常任委員会委員長（浅妻奈々子君） 

 以上で、説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑のある方は、挙手を願います。 

 加藤委員。 

加藤光則委員 

 加藤です。 

 今、御説明いただいた入りの部分で、障害者総合支援事業費補助金とその後の生活困窮者就労

準備支援事業費等補助金のところの、国から入ってくる中身をもう少し詳しく教えていただきた

いと思います。 

福祉常任委員会委員長（浅妻奈々子君） 

 鈴木課長。 

社会福祉課長（鈴木許行君） 

 社会福祉課、鈴木です。 

 まず障害者総合支援事業費補助金の中身でございます。 

 国におきまして障害福祉サービスの報酬改正の単価が誤っていたということで、市におきまし

ても報酬請求審査システムのほうの改修を行う必要があるということで、今回、内容として上げ

させていただいております。補助率については、２分の１でございます。 



－3－ 

  もう一つ、生活困窮者のほうでございますが、こちらのほうの中身につきましては、令和７

年度１０月分からの生活扶助基準額の見直しの内容と国へ提出します被保護者調査の調査項目の

変更やエラーチェックの拡充などを行うための改修となっております。補助率は、２分の１でご

ざいます。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（浅妻奈々子君） 

 加藤委員。 

加藤光則委員 

 分かりました。 

 今、お話を聞くと、例えば障害者総合支事業費のところは、国のほうが単価を誤っていて、そ

れを改修するのに２分の１しかないということを言われたわけですけど、誤っていたものを直す

のに２分の１補助しかないというのはどういうことか、再度お聞きします。 

福祉常任委員会委員長（浅妻奈々子君） 

 鈴木課長。 

社会福祉課長（鈴木許行君） 

 社会福祉課、鈴木です。 

 この内容ですけれども、国のほうが誤っていたということで通知文があったのですが、その内

容につきまして補助率は２分の１ということで聞いておりまして、詳細についてはちょっと分か

りかねるようなところでございます。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（浅妻奈々子君） 

 加藤委員。 

加藤光則委員 

 分かりました。 

 こういった本当に地方自治体が大変な思いをせないかんというようなことについては、詳細の

ほうはまた後から出るんじゃないかということですけれども、声としてはきちっと上げていって

いただきたいということをお願いしておきます。 

 それから、生活保護費の委託料も含めて、出のところではあるわけですけれども、システム改

修が主だということと、もう一点、扶助費が２０２５年と２０２６年と２か年にわたって上乗せ
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されるということだろうと思うわけですけれども、それについてのシステム改修費も上がってい

くということだと思うわけですが、どういうように扶助費は、今、１０月から見直しがされよう

としているのか教えていただきたいと思います。 

福祉常任委員会委員長（浅妻奈々子君） 

 鈴木課長。 

社会福祉課長（鈴木許行君） 

 社会福祉課、鈴木です。 

 基準額の改定の中身につきましては、一世帯当たり月額１，５００円の特別的な加算と年齢区

分に応じまして一人当たり月額４１０円から６８０円までの増額となっております。 

 影響額につきましては、１０月以降の半年間で約３８０万円ほどということで考えております。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（浅妻奈々子君） 

 加藤委員。 

加藤光則委員 

 分かりました。 

 今、物価高騰の非常に大変な中で、皆さんは生活されているわけであります。 

 それで、今回は１０月からということになっておりますが、分かれば教えていただきたいので

すけれども、生活保護費の基準の一．何倍ということで、いろいろな施策が、例えば就学援助も

そうでありますし、いろいろな影響がこの生活保護費の扶助費の部分というのは出てくるかと思

うわけですけれども、その辺については、今回１０月からということになっていることと、それ

から今回、上乗せ分２か年ということになっている部分もあるものですから、生活保護費が変わ

っていくことによって、今言いましたが、就学援助を含めたいろいろなところに波及していくよ

うなことについては、今、何か通知は来ているのでしょうか。その辺が分かれば教えていただき

たい。 

福祉常任委員会委員長（浅妻奈々子君） 

 鈴木課長。 

社会福祉課長（鈴木許行君） 

 社会福祉課、鈴木です。 

 １０月以降、生活扶助費が変わるということで、様々な制度について波及があるということは
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承知しております。 

 通知につきましては、各担当部署のほうに国のほうから連絡が行っているということで聞いて

おります。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（浅妻奈々子君） 

 加藤委員。 

加藤光則委員 

 今日、この場では結構ですので、そういうような動きについて、何か資料とかいろいろなもの

が分かるものがありましたら、また教えていただきたいということをお願いして私の質問を終わ

ります。 

福祉常任委員会委員長（浅妻奈々子君） 

 ほかに質疑のある方は、いらっしゃいますか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（浅妻奈々子君） 

 ほかに質疑もないようでありますので、これで質疑を終結し、議案第３６号「令和７年度清須

市一般会計補正予算（第１号）案」福祉常任委員会所管分を採決いたします。 

 本案に賛成の方の挙手を求めます。 

＜ 挙手全員 ＞ 

福祉常任委員会委員長（浅妻奈々子君） 

 全員賛成でございます。 

 よって、議案第３６号「令和７年度清須市一般会計補正予算（第１号）案」福祉常任委員会所

管分は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 最後に、発議第４号「性犯罪の再犯防止の取組への支援の強化を求める意見書（案）」を議題

といたします。 

 審査を行うに当たり、清須市議会会議規則第１０９条第１項の規定により、提出者である土本

議員の当委員会への出席を求めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（浅妻奈々子君） 

 御異議なしと認め、提出者である土本議員の委員会出席を求めます。 
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 提出者である土本議員は、発言席への移動をお願いいたします。 

 本会議において提出者である土本議員から既に朗読説明が行われているため、当委員会での説

明は省略することにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（浅妻奈々子君） 

 御異議なしと認め、説明は省略することにいたします。 

 それでは、これより質疑を行います。 

 質疑のある方は、挙手をお願いいたします。 

 加藤委員。 

加藤光則委員 

 加藤です。 

 意見書案について、質問させていただきます。 

 意見書案の要望項目の２に、再犯防止プログラム等への参加につなげるため、性犯罪をした者

が矯正施設等を出所する際に、当事者の住所等を任意で国に届ける仕組みをつくり、届けられた

情報を自治体に提供することと記されているわけであります。 

 出所者の住所等、個人情報を任意に国に届けさせ、その情報を自治体に提供する仕組みについ

ては、個人情報保護法やプライバシー権の観点から、慎重な検討が必要と私は考えるものであり

ます。 

 そこで、２点お聞きしたいと思います。 

 １点目が、出所者の情報を自治体に提供する法的根拠についてでありますが、出所者の住所等

の情報を自治体に提供するための法的根拠をどのように考えるのか。また、現行法の枠組みで対

応可能なのかどうか。それが、第１点。 

 それから、２点目が、他の自治体の事例等、法的整合性についてであります。事前の資料でち

ょっと読ませていただいたことがあるわけですけれども、他の自治体で性犯罪の出所後の居住地

の届出を義務付ける条例等が制定されている事例があるわけであります。これらの条例が法的に

適切であるか、また、その効果についてどのように評価されるのかということについて、提案者

から今の時点でのお考えをお聞きしたいと思います。 

 以上、２点についてお聞きします。 

福祉常任委員会委員長（浅妻奈々子君） 
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 土本議員。 

土本千亜紀議員 

 土本です。 

 今、御質問いただいたことにお答えしたいと思います。 

 まず１点目の法的根拠の捉え方についてでありますけれども、根拠としては十分であるとは、

現在、捉えていません。したがって、各自治体が条例の制定を進め、運用をしているところでご

ざいます。 

 また、もう一点、現行の枠組みで対応が可能かという御質問に対しては、十分に可能とは言え

ませんので、この２で御提案しました国に法的枠組みの構築を求めているというのが現状でござ

います。 

 もう一つ、２点目の御質問の中で法的に適切かということでありますけれども、大阪府子ども

を性犯罪から守る条例の運用状況がインターネットで公開されており、報告状況を見る限り、適

切な運用がされていると認識できます。 

 また、その効果についてでありますけれども、先ほどのインターネット上の公開資料のうち、

対象者へのアンケート調査の中では、大阪府社会復帰支援を受けたことで性犯罪への不安を感じ

たときの対処法として、「相談する」、また「学んだ対処法を実行する」に変化した人が多数存

在したとあり、一定の抑制効果があると認識できると考えております。 

 以上でございます。 

福祉常任委員会委員長（浅妻奈々子君） 

 加藤委員。 

加藤光則委員 

 ありがとうございました。 

 現在、この議論の進展状況や取組において大阪のことも言われたわけですけれども、性犯罪者

の再犯防止と社会復帰支援を目的として、例えばこども性暴力防止法ができたわけでありますけ

れども、今こういった様々な動きが、取組があるわけでありますが、情報提供の仕組みと人権へ

の配慮のバランスを取っていくこと、これが重要な課題となっているわけであります。 

 １の質疑のところで十分でないというところも御指摘されたわけであります。その上で、私は

この意見書案には賛成するものでありますが、今後とも国と地方自治体、関係機関が連携して効

果的な支援体制の構築をしていく、このことを期待するとともに、性犯罪をした者の情報提供な
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どの在り方など人権上の課題について、やはり更なる検討が必要だということを述べさせていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

 ありがとうございました。 

福祉常任委員会委員長（浅妻奈々子君） 

 そのほか、よろしいでしょうか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（浅妻奈々子君） 

 質疑もないようでありますので、これで質疑を終結いたします。 

 土本議員、お忙しいところ当委員会に出席していただき、ありがとうございました。 

 控え席へお戻りください。 

 それでは、発議第４号「性犯罪の再犯防止の取組への支援の強化を求める意見書（案）」を採

決いたします。 

 本案に賛成の方の挙手を求めます。 

＜ 挙手全員 ＞ 

福祉常任委員会委員長（浅妻奈々子君） 

 全員賛成でございます。 

 よって、発議第４号「性犯罪の再犯防止の取組への支援の強化を求める意見書（案）」は、原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で、福祉常任委員会に付託された事件についての審査は、終了いたしました。 

 なお、従来どおり常任委員会の閉会中の継続審査を議長に申し出ることに御異議ございません

か。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（浅妻奈々子君） 

 御異議なしと認め、閉会中の継続審査の申出書を議長に提出いたします。 

 また、委員長報告の作成や委員長報告の内容等につきましては、委員長に一任していただくこ

とに御異議ございませんでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

福祉常任委員会委員長（浅妻奈々子君） 
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 御異議なしと認め、そのように決定いたします。 

 これをもちまして、福祉常任委員会を閉会いたします。 

 早朝よりお疲れさまでした。 

（ 時に午前９時４７分 閉会 ）  
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